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最近の欧米の会計ジャーナルを読んでいると,ThomasandZhang[2000],

VanCaneghem[2002],DuCharme,eta1,[2004]な どの,「 利益制御」(earnings

management)を 題材 として取 り上げる研究が非常に増 えて きていることに気

づ く。日本においても,利 益制御 に関係する研究は増加 している。 こうした傾

向の根底にあるのは,企 業の財務報告全般,特 に財務諸表に対する一種の不信

感が顕在化 してきているのだと考えられる。証券アナリス トや機関投資家のみ

ならず研究者の問において も,こ うした認識が広が りつつあるのは非常 に興味

深い。

本稿 は経営者の利益制御行動について説明するとともに,そ の道具 として,

最近浮上 した税効果会計を適用することで計上される繰延税金資産を通 じた利

益制御の可能性を検討する。その上で,近 年ジャーナルに掲載された,評 価性

引当額の設定を通 じた利益制御の可能性に関する研究をいくつか取 り上げる。

文献調査を通 じて得 られたインプリケーションか ら,今 後の研究の可能性 を探

る。

利益制御行動と発生主義会計

HealyandWahlen[1999]は,利 益制御を次のように定義する。

企業の経済的業績について,株 主からの評価の誘導(mislead)を 試みた

り,あ るいは報告 される会計数値に依存 した契約結果に影響を与えること

を目的 として,財 務報告内容を変えるために,経 営者がなんらかの判断を
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行 った り,あ るいは何 らかの取引を遂行するときに,利 益制御がなされた

と考えられる。

としている。つ まり利益制御 とは,経 営者が一定の目的を達成するために,会

計数値を戦略的に制御する,い わゆるミクロ会計政策を指す もの と理解 される

(中條[2001])。 利益制御の特徴は,決 して法に抵触する類の ものではないと

いう点にある。 というのも,利 益制御の道具は,GAAPと 呼ばれる一般 に認

められた会計手法の範囲内において選択 されるからである。 このため,利 益制

御 を実施 したか どうかを検証するのは,非 常に厄介な問題である。

Brown[1999]に よると,経 営者による利益制御は,し ば しば次の3つ のア

プローチの一つかあるいはそれ以上を利用することで達成されると指摘する。

第一に,数 多 くの財務報告上の選択肢の中か らひとつの方法 を選択す ることに

よってなされる場合である。例 えば,リ ース も企業買収 もどのようなスキーム

を選択 したかによって,そ の財務報告内容 は大 きく異なる。 リースについてい

えば,フ ァイナ ンスリースを選択 したか,オ ペ レーティングリースを選択 した

かで,財 務報告内容はまった く異なる。 ファイナンスリースを選択すると,一

部の例外を除いて,リ ース した資産は貸借対照表に記載される(オ ンバ ランス

と呼ぶ)。 結果 として貸借対照表上に リース資産が計上されることにな り,購

入 したの と財務報告上は変わらないことになる。 これに対 してオペ レーティン

グリースを選択すると,リ ースした資産は一切貸借対照表に記載されな くなる

(対照的にオフバランス と呼ぶ)。 結果 として,オ ペ レーティングリースを選

択 したほうが,貸 借対照表を膨 らませることなく財務報告が行 えるので,財 務

上の効率性を向上で きる。

第二に,資 産の購入および処分によって利益制御がなされる場合である。固

定資産を売却すると,通 常は固定資産売却損益が計上される。それ自体は利益

制御の道具 とはならない。 しかし,売 却先が関連企業であった り,取 引先だっ

た場合 はどうであろう。もともとその固定資産が不要であったとして も,売 却

の結果多額の損失を計上することが予想 される場合,す ぐに売却せずに次期 ま

で置 くか もしれない。あるいは利益額を減 らして配当を減 らすために,逆 に前
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倒 しで売却 を急 ぐかも知れない。いずれにしてもその選択肢は経営者の下にあ

る。

第三に,経 営者の主観的な見通 しや判断によって,財 務数値が変動する場合

である。例えば,貸 付債権についての貸倒見積高を意味する貸倒引当金は,経

営者の主観的判断によって金額の最 も変動 しやすいものの典型である。平成11

年公表の 「金融商晶に係 る会計基準」によると,こ の貸倒見積高を計上するた

めには,ま ず貸付債権の分類か ら始めるよう求める。次いで当該会計基準によ

ると,債 務者の財政状態および経営成績等に応 じて貸付債権は3区 分される。

第一に,重 大な問題が生 じていない債務者に対する債権 として一般債権,第 二

に,経 営破綻の状態には至っていないが,債 務の弁済に重大な問題が生 じてい

るかまたは生 じる可能性の高い債務者 に対する債権 ということで貸倒懸念債

権,第 三に,経 営破綻または実質的には経営破綻に陥っている債務者に対する

破産更正債権等である。以上のように三分類 した上で,そ れぞれの債権状況に

適 した貸倒引当金を計上することを,当 該会計基準は求める1)。問題なのは,

貸倒懸念債権について貸倒引当金 を計上するときである。

貸倒懸念債権に貸倒引当金を設定する場合,二 通 りの方法を当該会計基準は

認める。一つは担保処分見込額を控除 した残額に対 して貸倒引当金 を設定する

方法,い ま一つが貸付債権のキャッシュフロー回収見込額を見積 もることがで

きる場合,債 権の割引現在価値(discountedcashflow)と 帳簿価額 との差額

に対 して設定する方法である。いずれの方法 も,経 営者の主観によって大 きく

変化する可能性 を持つ。担保処分見込額は市場の動向に左右されるため,処 分

のタイミングによって金額は変化 しうるだろう。割引現在価値についても,利

子率を何 にするか,回 収期間をどの程度にするかによっても,回 収見込額は変

化 しうる。もちろん経営者の主観的な判断について も,監 査によって客観性が

付与されるとの意見 もありえるものの,限 界はある。本稿の主題である繰延税

金資産の回収可能性 の判断は,こ のカテゴリーに属する。

1)内 容 につ い て 「金融 商品 にか か る会計 基準 」第4を 参照 。
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ではなぜ,利 益のみならずあ らゆる会計数値は,経 営者 による制御が可能な

のか。この点について,す でに伊藤[1996]を 含む数多 くの研究により,経 営

者が会計数値を戦略的に制御する理由とその方法は指摘 されてきた。経営者に

よって利益数値の制御が可能 となる最大の理由は,企 業会計が発生主義をフ

レームワークとしているからである。

発生主義会計 とは,キ ャッシュフロー計算に経営者の見積 もりや推量に基づ

いて算定 される発生処理額(accrual)の 調整 を加えることによって利益計算

を行 うものである。キャッシュフローは,現 金収支 とい う,企 業についてもっ

とも客観的な情報 を提供する。これに対 し,キ ャッシュフロー情報だけでは不

十分である との主張 がか なり以前か らなされて きた。PatonandLittleton

[1940]は,発 生 主義 会 計 に とっ て最 も重要 な概 念 と して 「対 応 概 念」

(matchingconcept),い わゆる費用収益対応の原則 を指摘する。収益 と費用

とは,企 業が獲得 した成果 とそれに関わって生 じた犠牲分 を損益計算書上に表

したものである。収益 と費用の差額である利益は,単 にキャッシュフローか ら

計算されるのではなく,繰 延項 目(deferrals),費 用配分要素(allocations),

評価勘定(valuations)な どの発生処理額を加算減算することによって計算さ

れる(Sloan[1996])。 これ ら発生処理額には経営者の意思や主観が強 く反映 さ

れ,そ れ故発生処理額 には企業の将来に向けた方向性や可能性が反映される。

こうした点か ら,PatonandLittleton[1940]は,収 益 と費用 を損益計算書上

に適正に対応 させるためには,キ ャッシュフローに係 る情報だけでは不十分で

あ り,発 生主義会計が必要であると論 じる。

その一方で,対 応概念 はきわめて抽象的であり,結 果 として計算される利益

数値は恣意的に操作で きるという,脆 弱性 を抱えている2)。つ まり,企 業会計

が発生主義を採用 している限り,経営者の利益制御行動は必然的に起 こりうる。

2)発 生主 義会 計 は,経 営 者 の将来 キ ャ ッシュ フ ローへ の予測 要素 を反 映す る とい う

きわ め て有 効 な シス テム で あ る(Beaver[1989】)こ とか ら,当 該 企業 の将 来像

も浮 き彫 りにで きる。 利益 制御 が可 能 とい う致命 的 な欠 陥が あ るこ とで,逆 に企

業 の将 来 につ いて の情 報 を含 め る こ とが で きる のが発 生主 義会 計 の特 徴 で あ る。

詳 細 は大沼[2000]参 照。



経営者の利益制御行動と繰延税金資産の調整 169

1980年 代の中頃か ら,発 生処理額の測定を通 じて会計政策行使の実態を解 き明

かそうとする試みがムーブメントとなりつつあるのは,発 生主義会計の本質に

起因する試みであるといえよう3)。

響驚諜 ⇒ 饒繍 譲聲
余地を与える することで利益計算が

なされる発生主義会計

約 諜灘'
像を浮き彫りにする

図1発 生主義会計と利益制御の関係

税効果会計と経営者の裁量との関連性

経営者の利益制御行動が発生主義会計に根付いたものである以上,発 生主義

会計に則 した会計処理には全て利益制御の可能性があるということになる。以

下では税効果会計 によって計上される繰延税金資産について議論を進め よう。

税効果会計とは,法 人税 ・住民税及び事業税(以 下法人税等)の 処理に発生

主 義 を 適 用 す る こ とで な され る期 間 配 分 処 理(interperiodallocation)の こ と

3)発 生 処 理 額 の測 定 を通 じた リサ ー チ デザ イ ンは,McNichols[2000]に よる と三

分類 され る。 第一 の デ ザ イ ン は発 生 処 理 額合 計 額 を分析 す る もの で あ る。 中條

[2001]は これ に該 当す る。 第二 の デザ イ ンは特 定の発 生処 理額 につ い て分析 し

た もので あ る。 これ に該 当す るの は野 間[2001],第 三 のデ ザ イ ンは制 御 後 の報

告利 益 をそ の分 布(distribution)か ら分 析 す る もの で あ り,こ れ に該 当 す る も

の に須 田 ・首 藤[2001]が ある。
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である。税効果会計適用上の最大の問題点は,繰 延税金資産の回収可能性をど

う評価するかというものであった。繰延税金資産は,財 務会計と税務会計のそ

れぞれに基づ く貸借対照表価額の差異のうち,納 税 申告上将来の課税所得を減

額させる効果を持つ将来減算一時差異に回収または支払の見込まれる期の実効

税率を乗 じて認識する4)。 しかし将来減算一時差異が,実 際に将来の課税所得

を減額す るか どうかは,極 めて判断の難 しい問題である。Visvanathan【1998】

によると,繰 延税金資産を認識するために必要なものとして,将 来加算一時差

異 と還付金及び将来の課税所得,そ して税務計画を挙げる。将来加算一時差異

と還付金については,あ る程度保証されているとして,そ の客観性 と検証可能

性は認める。その一方で,彼 は将来の課税所得 と税務計画についてあまりに主

観的と指摘する。税効果会計に関する米国財務会計基準109号(SFAS109号)

は,繰 延税金資産の一部または全部が回収 されない(課 税所得 を減額 しない)

可能性が高い場合,繰 延税金資産 を取 り崩す評価性引当額の設定を指示する。

この可能性は50%超 の確率 と一般には理解 されているが,MillerandSkinner

[1998]は 評価性引当額の設定についての判断は,経 営者の裁量にほぼ任 されて

いると説明する。

つま り将来減算一時差異 を基にした繰延税金資産の計上自体経営者の裁量に

かなり依存 しているとともに,回 収可能性の判断に基づ く評価性引当額の設定

についても同様の状況にある。結果的に評価性引当額の設定を通 じて法人税等

及び税引後当期純利益は制御可能 となる(図2参 照)。

こうした実態を背景に,繰 延税金資産について設定 される評価性引当額の変

動を説明する要素 と背後にある経済的な動機について注 目が集 まっている。こ

れに関して,米 国における評価性引当額 と利益制御行動に係る研究を見てい く。

4)税 効果会計及び繰延税金資産の認識と測定についての詳細は,大 沼[2000]を 参

照されたい。
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将来減算
一時差異

繰延税金

資産の計

上

評価性引当額

の設定

図2経 営者の裁量がそれぞれに与える影響

評価性引当額と利益制御行動のリンケージ

Visvanathan[1998]

この研究は,評 価性引当額の変動 は利益制御と関係があるかを検証 したもの

である。具体的にいえば,評 価性引当額の変動と当期純利益の変動の関係につ

いて実証的に検証した。これとともに,財 務上の特約(debtcovenant)に よっ

て確約 されたレバ レッジ5)制約及びボーナス制度などのインセ ンティブ及び利

益平準化 インセンティブが利益制御行動 と関係するかについても検証 した。調

査の結果か ら,収 益性は高いが レバ レッジが高 く財務的には逼迫 している企業

は,評 価性引当額を変化 させて当期純利益を変動させている可能性が高いと指

摘された。 とはいえ,評 価性引当額 を用いた利益平準化の可能性は低 く,評 価

性引当額の変動 とレバ レッジ制約及びボーナス制度 との問には直接的な関係性

は見 られなかった。

5)レ バ レッジ とは負債/資 本比 率 を意 味す る。
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Behn,etal.【1998】

この研 究の 目的は,繰 延税金 資産 に対 して設定 され る評価 性引 当額 と

SFAS109号 を適用することで認識されたさまざまな変数 との関係 を実証的に

明らかにしようというものであった。単変量解析 と多変量解析 によって得 られ

た結果から,以 下の点が明らかになった。過年度課税所得,将 来加算一時差異

の解消,一 時差異の源泉,OPEB(年 金以外の退職後給付)に よる一時差異,

将来課税所得が得 られる可能性,及 び税務計画などが,評 価性引当額の金額を

決定する要素であることがわかった。加 えて,評 価性引当額の金額水準につい

ても,こ れらの変数は強い影響 を与えていることが明 らかになった。

MillerandSkinner[1998】

彼 らは,利 益制御に関係するよく知 られた仮説 として,レ バレッジ仮説 「レ

バ レッジの高い企業の経営者は評価性引当額を小 さくする傾向にある」 と,利

益平準化仮説 「経営者は自らの裁量により税引後当期純利益の変動を出来る限

り削減 しようとする」の両仮説 を検証 した。検証の結果,評 価性引当額の変動

を説明する変数としては,繰 越欠損金がもっとも有力 な変数であることが明 ら

かになった。その一方でBehn,etal.[19981の 結果とは異なり,検 証結果か ら

は利益制御を強力 に支持する変数は発見できなかった。

Bauman,etal【2001】

彼 らが設定 した仮説 としては,以 下の4仮 説であった。経営者が評価性引当

額を通 じて利益制御を行 うのは,① 当期純損失を回避するため②当期純利益減

少を避けるため③ 「ビッグバス」6)を生み出すため④投資アナ リス トの予想 に

合わせ るためというものだった。検証結果か らいえば,ポ ジティブな反応が見

られたのは,③ と④ の仮説だった。しか しポジテ ィブな反応を見せたサ ンプル

は,③ については全体のわずか1%,④ については14%足 らずの結果だった。

つまり,企 業によっては仮説に沿った結果を示 したもののあったが,全 体 とし

6)業 績の悪い決算期において,リ ストラ費用等を大幅に計上して当期の業績をさら

に悪化させて次期以降の業績を向上させようとする(い わゆるV字 回復)会 計処

理を一般に 「ビッグバス」と呼ぶ。
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ては有意な結果は得 られなかった。結論 として,平 均的にSFAS109号 の規定

に沿った行動を企業は行っていたが,そ れを利益制御行動 とは判断できない と

いうものだった。

諸研究によって示された知見と今後の課題

以上4研 究を踏まえていえるのは,何 であろうか。Behn,eta1.[1998]を 除

けば,い ずれの研究からも評価性引当額の設定を通 じた利益制御行動はそれほ

ど顕著 になっていない点が示唆 される。特 に,Mills[2001]に よれば,Bau-

man,etal[2001]の 検証結果からは,ク ロスセクショナル分析 では有力な結果

は得 られない可能性が高 く,何 社か取 り上げたケース分析のほうが適当と指摘

する。多数のサンプルか ら結果 を得るまでには,評 価性引当額 を通 じた利益制

御は一般的ではないという見解 を読み取ることができる。以上か ら今後の方向

性 として,次 の二つが指摘で きる。

第一に,評 価性引当額を通 じた利益制御 自体が,実 務ではまだ定着 しきって

いないのではないか という点である。本稿で参照 した諸研究は米国企業 を対象

としているが,Visvanathan[1998】 によれば,評 価性引当額は利益制御の道

具 としてはまだ定着 しきっていない とされる。 しかしこの研究が発表 されてか

ら,す でに5年 以上が経過 している。いまだに評価性引当額を用いた利益制御

は行われていない とは,到 底いえない と考えられる。金融機関をめ ぐる,税 効

果資本議論は記憶に新 しい。十分 に検証可能な問題であろう。第二に,サ ーベ

イした各研究はいずれも米国企業 を対象 とした ものということである。 日本企

業についても同じ結果 となるか どうかは筆者の今後の研究課題 としたい。
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